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※1…「収入なし」の申告をする際は、電話での市県民税申告も可能です。(大崎市総務部税務課：0229-23-2148)
・市県民税の申告は、申告期限後でも大崎市役所本庁舎内税務課で受付を行います。
・市県民税申告書は大崎市ウェブサイトから様式をダウンロードできます。また、以下の施設にも設置しています。

所得税・市県民税申告フローチャート

はい いいえ スタート

令和8年1月1日現在、大
崎市に住所(住民登録)があ
る

いいえ

はい

令和７年中にどのような収入がありましたか？

収入なし 主に給与収入 主に公的年金収入 主に営業、農業、不動産

はい はい はい はい

③ 給与収入が2,000万
円を超えている

年金収入が400万円
を超えている

所得の合計額が所得
税の所得控除の合計
額を超えている

はい いいえ はい いいえ はい いいえ

① ① ① ②

所得の合計額が
所得税の所得控
除の合計額を超
えている

勤務先で年末調整を
している

年金以外の所得がある 所得控除の追加がある

はい いいえ はい いいえ
いいえ

年金以外の所得が20
万円を超えている。

② ④
はい いいえ はい

① ②

所得控除の追加がある 給与以外の所得がある はい いいえ

はい いいえ ① ②

はい② 非課税所得のみ

勤務先から大崎市に
給与支払報告書が提
出されている。(不明
な人は勤務先に確認
してください)

非課税所得に該当するもの…遺族の受ける恩給や年金、
障害年金、失業給付金、児童手当、公立高校の就学支援
金など

給与以外の所得が20
万円を超えている

はい いいえ はい いいえ

④ ② ① ② ③

【判定結果】

①
所得税の確定申告が
必要です。

申告期間中に古川税務署もしくは大崎市役所で所得税の確定申告を行ってください。た
だし、１ページ記載の「市役所の会場で申告受付ができないもの」を申告される方は国
税電子申告（e-Tax）、または古川税務署で申告してください。
※混雑を避けるため、インターネットでの申告(e-Tax)をご検討ください。e-Taxに関
するご質問は古川税務署(☎22­1713)へお問い合わせください。

②
市県民税の申告が
必要です。

所得税が源泉徴収済の方は確定申告をすることにより所得税が還付となる場合がありま
す。

③
市県民税の申告が
必要な場合がありま
す。

児童扶養手当受給、介護・障害福祉サービスの申請や各種証明書の発行を希望する際
に、「収入なし」の申告が必要となる場合があります。
また、国民健康保険や後期高齢者医療保険などの加入者は、保険料(税)の軽減や算定に
も関係するため、必ず「収入なし」の申告をしてください。※１

④
確定申告、市県民税の
申告は必要ありませ
ん。

勤務先や年金機構等から、収入や各種控除に関する報告書があらかじめ提出されている
ため、確定申告、市県民税の申告は必要ありません。

申告書設置施設
大崎市役所本庁舎税務課、各総合支所市民福祉課
志田地区公民館、西古川地区公民館、東大崎地区公民館、宮沢地区公民館、長岡地区公民館、富
永地区公民館、敷玉地区公民館、清滝地区公民館、高倉地区公民館

大崎市に申告をする必要
はありません。
令和8年1月1日に住所(住
民登録)がある市区町村へ
申告してください。


